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どのような事項について規定しているかを簡潔に

要約して表現したもので、岩倉市においては、原則

として「 趣旨規定」 を置く こととしている。

定義をしないと、その意味合いや取り扱いが変わ

ってしまう用語を定義する。
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・ 制定の背景、理念、条例に込める思いを表現

条例の基本原理を示し、制定の理念や方針を

規定。

基本理念を実現するために推進する施策


